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全農薬の主な行事予定          

「全国農薬協同組合」 

2026年（令和8年） 

7月 16月(木) 10：30～12：00 第 2回役員選考準備委員会 

7月 16月(木)  13：30～17：00  安全協常任幹事会・情報交換会 

9月 18日(金)  10：30～17：00  第 322回理事会（執行部協議会、各委員会） 

10月 上旬      第 106回植物防疫研修会 

10月22日(木) 10：00～12：00 監査会(理事長、監事) 

10月中旬    第 13回農薬安全コンサルタントリーダー研修 

 11月 11日(水) 13：00～15：00  第 323回理事会 

 11月 12日(木) 10：30～12：00 第 61回通常総会、第324回理事会 

 11月 12日(木) 13：00～19：30 第 49回安全協全国集会・情報交換会 

 12月 10日(木) 13：30～17：00  第 325回理事会（執行部協議会、各委員会） 

 12月 11日(金) 10：30～12：00  全農薬受発注システム利用メーカー協議会総会 

「植防関係団体」 

5月 20日(水) 令和8年度 クロップライフジャパン 総会 

6月 12日(金) 令和8年度 日本植物防疫協会 総会 

6月 16日(火) 令和8年度 緑の安全推進協会 総会（AM） 

6月 16日(火) 令和8年度 残留農薬研究所 評議員会（PM） 

6月 17日(水) 令和8年度 農林水産航空・農業支援サービス協会 総会 

 11月 11日(水) 16：00～18：30  クロップライフジャパン虫供養（浅草寺） 

シラン（紫蘭）                 

花言葉 『変わらぬ愛』『あなたを忘れない』 

『美しい姿』 
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             組合からのお知らせ              

１．第 321回理事会 

開催日時：2026年 4月 28日（火）15:00～17:00 

開催場所：全農薬 会議室（千代田区神田東松下町23-1 Yunuo ビル 3F） 

参 加 者：理事・監事17名 

（理事長）栗原秀樹 （副理事長）木幡光範 

（理事）池田憲亮、佐藤浩一、山本真一、伊藤一貴、中村哲郎、 

村上昭一、青木貴行、田中公浩、喜多泰博、金井正和、 

安武広信、今村健仁 （橋爪雅彦理事欠席） 

（監事）佐藤友紀、鈴木健司 （金田敏明監事欠席） 

1．開会 

定刻になり、青木総務委員長より本日の出欠状況が報告され、理事15名中出席者

14名で、理事会は有効に成立すること、監事2名にも出席いただいている旨が告

げられた。 

2．理事長挨拶 

栗原理事長より挨拶 

その後、青木総務委員長により以下のとおり 

議事が進行された。 

３．議題 

（1）決議事項 

 １）組合員の脱退に関する件 

① 兵庫県 株式会社ダンノウ（兵庫県洲本市納243-1） 

 全農薬加入1979年 10月 3日 

 代表者 川添容一 

    脱退理由 同社は田中種苗株式会社と合併し、田中種苗株式会社へ同社の 

全事業を引き継ぐ。 

    脱退日 2026年４月30日で脱退が承認された。 

（2）報告事項 

 １）2026年度中間決算報告について 

  資料に基づき、事務局より2026年３月の状況について中間決算報告がなされ

た。 

栗原 理事長 
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２）全農薬ビル「共同での建て替え」への進捗について 

資料に基づき、事務局より本ビルの建て替えの進捗について、今後のビル解体、

新ビル建築スケジュールについて報告がなされた。 

3）各委員会報告について 

●総務委員会（青木委員長） 

・全農薬ビルについて 

・「共同での建て替え」への進捗に 

ついて 

●経済活動委員会（伊藤委員長） 

・全農薬取り扱い農薬のシェアアップに 

ついて 

・農薬新規取り扱いについて 

●教育安全委員会（安武副委員長） 

・2026年常任幹事会について 

・安全協全国集会の講演について 

●IT･広報委員会（中村委員長） 

・受発注システムについて 

・HP等の活用について 

4）2026年度地区会議の開催について 

 ①2026年 

2月 03日（火） 中国・四国地区（岡山セントラルフォレスト 貸会議室） 

2月 04日（水） 近畿地区 （大阪ガーデンパレス） 

2月 05日（木） 東海地区 （メルパルク名古屋） 

2月 10日（火） 北陸地区 （石川県地場産業振興センター 県施設） 

2月 17日（火） 東北地区 （ホテルメトロポリタン盛岡本館） 

2月 18日（水） 関東・甲信越地区 （東京ガーデンパレス） 

2月 19日（木） 北海道地区 （北海道自治労会館） 

2月 25日（水） 九州地区 （熊本城ホール大会議室A4 県施設） 

内容詳細は全農薬通報352号に詳細を掲載。 

伊藤委員長 

青木委員長 

安武副委員長 

中村委員長 
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②全農薬ホームページ安全協ポータルサイトによる農薬安全コンサルタントリ

ーダー資格取得ポイント研修について 

地区によっては従業員の出席を絞り込んだ組合員もいたことから、全農薬の

ホームページに組合員限定の安全協ポータルサイトを設け、視聴しアンケート

に答える2021年度以降続けている同様の研修形式も併せ行った。 

アンケートに答えることにより、会議出席と同様に農薬安全コンサルタント

リーダー資格取得に繋がるようにした。 

添付資料の研修を安全協ポータルサイトで準備した。（本誌6ページに掲載） 

5）2027年度地区会議の開催予定について 

国内の会合予約の動きが早く、来年の会議会場の早い確保が必要であり、下記

日程での開催を予定した。 

2027年 

2月 02日（火） 中国・四国地区（丸亀） オークラホテル丸亀 

2月 03日（水） 近畿地区  大阪ガーデンパレス 

2月 04日（木） 東海地区  メルパルク名古屋 

2月 09日（火） 北陸地区  石川県地場産業振興センター 

2月 16日（火） 東北地区（仙台）    TKP ｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨﾌﾟﾚﾐｱﾑ仙台西口 

2月 17日（水） 関東・甲信越地区 東京ガーデンパレス 

2月 18日（木） 北海道地区（札幌）   自治労会館 

2月 19日（金） 九州地区  熊本城ホール大会議室 
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6）2026年監査会、通常総会・安全協全国集会・情報交換会の開催について 

   監査会：10月 22日（木） 10：00～12：00 

   理事会：本年度は役員改選年であり第322･323回理事会は下記のとおり開催 

    第 322回理事会  9 月 18日（金）15：00～（委員会13：30～） 

    第 323回理事会 11月 11日（水）13：00～ 

   通常総会・理事会・安全協全国集会・情報交換会は 

11月 12日（木）下記のとおり開催する。（海運クラブ） 

第 61回通常総会          10：00～ 

        第 324回理事会（役員人事）11：30～  

第 49回安全協全国集会    13：00～   

    情報交換会                 17：30～       

なお、全国集会の会議の部の内容により情報交換会の開始時間を早めること

もあり、安全協常任幹事会で全国集会の会議の部内容を協議・決定し、9月理

事会で情報交換会の開始時間を決める。 

全国集会内の講演内容に関しては、安全協第53回常任幹事会で決定できるよ

う準備する。 

7）2026年度支部助成金の配分について 

 資料により事務局より各道府県支部への助成金配布について報告された。 

8）その他 

（２）閉会 

木幡副理事長による閉会挨拶 

木幡 副理事長 
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2．2026年度農薬安全コンサルタントリーダー資格取得のための 

「2026ASCL-Point アンケート」集計（中間結果）について 

 （各地区会議研修へ参加できなかった方への補填） 

回答期間：2026年 3月 23日～4月 25日（要望により5月15日まで延長） 

回答者数：17名             参考：昨年21名 一昨年40名

設問1：氏名 省略 

設問 2：所属道府県支部 

 青森県支部1名、秋田県支部4名、石川県支部5名、京都府支部1名、

岐阜県支部2名、熊本県支部4名

設問3：所属（会社・支店・営業所等） 省略

設問4：農薬安全コンサルタントリーダー資格取得のための研修として、ご覧いただ

きましたか 省略

設問5：現在、ご自分の農薬安全コンサルタントリーダー資格獲得のためのポイント

は何点ですか？(10点で資格獲得) 回答省略

設問6：2026年全農薬・安全協地区会議「情報発信」について 回答数：17

よく理解できた：3名、ほぼ理解できた：8名、だいたい理解できた：3名          

あまり理解できなかった：3名、よく理解できなかった：0名 

設問 7：2024年全農薬・安全協地区会議「情報発信」の中で興味をもった事柄は？

（複数回答可） 回答数：17

 スマート農業12名、総合防除（IPM）12名、食料生産を取り巻く状況5名、 

 農薬の安全確保3名、みどりの食料戦略への取組み・食料・農業・農村基本法1名 
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設問8：農林水産省農薬対策室より「農薬をめぐる最近の動向について」回答数：21

よく理解できた：3名、ほぼ理解できた：8名、だいたい理解できた：3名          

あまり理解できなかった：3名、よく理解できなかった：0名 

設問 9：農林水産省農薬対策室より「農薬をめぐる最近の動向について」 で興味を

もった事柄は？（複数回答可） 

 再評価について16名、疑似資材について4名 

設問 10：ご所属の地区を選んださい。 回答省略

設問 11：「ご所属の地区にて用意された二つの講演資料を自主学習していただき、

ご意見・感想をお聞かせください」 

  多数の回答をいただきました。 

設問 12：「ご所属の地区以外の講演資料を自主学習いただき、ご意見・感想をお聞

かせください」できるだけ多くの資料をご覧ください。  

多数の回答をいただきました。 

設問 13：安全協の今後の取組みと課題について、ご意見やご要望があればご記入を

お願いします。 
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              行政からのお知らせ              

1. 「公益通報者保護法第11条第１項及び第２項の規定に基づき事業者が 

とるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指

針」と「公益通報者保護法に基づく指針（令和３年内閣府告示第118

号）の解説」に係る改正内容の公表等について 

令和8年 3月 31日 

消費者庁参事官    

（公益通報・協働担当） 

平素より、公益通報者保護制度の推進について、御理解、御協力いただき、厚く御礼

申し上げます。 

昨年６月に公布された公益通報者保護法の一部を改正する法律（令和７年法律第62

号。以下｢改正法｣という。）が本年12月１日に施行されます。 

今般、改正法を踏まえて、「公益通報者保護法第11条第１項及び第２項の規定に基

づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指

針」（令和３年８月20日内閣府告示第118号。以下「指針」という。）と、指針に

沿った対応をとるに当たり参考となる考え方や具体例を記載した「公益通報者保護法

に基づく指針（令和３年内閣府告示第118号）の解説」（以下「指針の解説」とい

う。）について、下記のとおり改正いたしました。 

併せて、小規模な事業者をはじめとした方々を支援するため、解説動画、内部規程の

サンプル等を内容とする「内部通報制度導入支援キット」（以下「支援キット」とい

う。）においても、法改正を踏まえて、各種サンプル（内部規程、従事者指定書及び従

事者用受付票）の更新と、周知用ポスター（改正法、事業者内周知ポスター）や動画

の作成を下記のとおり行いました。 

各業界団体におかれましては、これまでも、公益通報者保護制度に関する周知・啓発

に関して御理解を賜ってきたところですが、今般改めて、改正法の施行に向けて、傘

下会員企業等への周知方をお願いするとともに、各業界における改正法、指針を踏ま

え、内部規程等の見直しを含め公益通報対応体制の整備等、公益通報者保護制度への

適切な対応が行われるよう、何卒御協力賜りますこと、よろしくお願いいたします。 

記 

〇 改正法、指針の主な改正内容について 

次頁参照 
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〇 改正指針（令和８年12月１日施行） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_pro

tection_system/overview/assets/consumer_partnerships_cms205_260331_01

.pdf

〇 改正指針の解説（令和８年12月１日施行） 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_pro

tection_system/overview/assets/consumer_partnerships_cms205_260331_03

.pdf

〇 支援キット 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_pr

otection_system/hajimete
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2. 「令和 8年度 農薬危害防止運動」の実施について 

令和8年 4月 28日  

農林水産省消費・安全局  

農産安全管理課農薬対策室 

農林水産省は、農薬を使用する機会が増える 6月から 8 月にかけて、厚生労働省、

環境省等と共同で、農薬の使用に伴う事故・被害を防止するため、農薬の安全かつ適正

な使用や保管管理、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進する「農薬危害防止運

動」を実施します。 

農薬危害防止運動の目的 

農林水産省は、農薬取締法、毒物及び劇物取締法等に基づいた、農薬の適正な取扱い

について関係者を指導しています。 

農薬の使用に伴う人や家畜への危害を防止するためには、農薬を使用する機会が増える

6月から8月に指導を強化するのが効果的です。「農薬危害防止運動」は、その一環と

して実施するものです。  

令和 8年度は、運動のテーマを「使用前、周囲よく見て ラベル見て」と設定し、農薬

ラベルの表示事項の遵守と周辺の環境への農薬の飛散防止を徹底することなどを重点

的に指導します。 

実施期間 

原則として、令和8年6月 1日（月）から8月31日（月）までの3か月間。 

実施事項 

主な実施事項は次のとおりです。 

  （1） 農薬及びその取扱いに関する正しい知識の普及啓発 

  （2） 農薬による事故を防止するための指導 

  （3） 農薬の適正使用等についての指導 

  （4） 農薬の適正販売についての指導 

  （5） 有用生物や水質への影響低減のための関係者の連携 

重点指導項目 

次の項目については、近年継続して農薬の使用に伴う事故・被害等が発生しているこ

とから、重点的に指導することとします。 

  （1） ラベルによる使用方法の確認 
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  （2） 土壌くん蒸剤使用時の適切な取扱い 

  （3） 住宅地等で農薬を使用する際の周辺への配慮及び飛散防止対策 

  （4） 誤飲・誤食、盗難等防止に向けた適切な保管・管理 

実施主体 

農林水産省、厚生労働省、環境省、都道府県、保健所設置市及び特別区が運動の実施

主体です。 

また、農薬の使用現場においては、関係団体等が一体となって運動を推進します。 

＜添付資料＞ 

令和 8年度農薬危害防止運動啓発ポスター 

別紙 農薬危害防止運動実施要綱(PDF : 626KB) 

https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/attach/pdf/260428-2.pdf
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                技術情報                

1. AI を活用した「ばれいしょ異常株検出支援システム」の試作機を開発 

- 種いも生産ほ場へのシステムの普及を目指して - 

概要 

ばれいしょ(じゃがいも)は、一般的には種子ではなく「種ばれいしょ(種い

も)」を植付けし栽培する作物です。この種ばれいしょ生産は、高齢化などを

背景に、栽培技術の維持・継承や作業の軽労化が喫緊の課題となっています。 

また、種ばれいしょを種苗として用いるため、一度ウイルス病などに感染する

と防除することが困難です。健全無病な種ばれいしょの安定供給には、病気に

感染したことで地上部の形状が異常となる株(以下、異常株)などを目視で確認

して抜き取る作業(以下、抜取り作業)が不可欠ですが、罹病の有無を的確に判

定できる経験者や、広大なほ場から異常株を搬出する労力の確保が課題となっ

ています。そのため、経験の浅い生産者などでも確実に抜取り作業が可能にな

るように、異常株の判定を技術的に支援しつつ軽労化を図る仕組みが求められ

ています。 

そこで農研機構、シブヤ精機株式会社、十勝農業協同組合連合会は、種苗管

理センターでの試験導入と種ばれいしょ生産現場での精度検証を経て、広大な

ばれいしょほ場から異常株を検出し、その位置を特定して作業者に知らせる異

常株検出機構をほ場管理車両に搭載した「ばれいしょ異常株検出支援システム」

の試作機を開発しました。2026 年度から順次、道内複数 JA に試験導入し

ます。試験で得られた結果を基に改良することで実用機につなげます。 

図 1種ばれいしょの生産体系 

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/rcait/175344.html
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               全農薬ひろば                  

アセビ（馬酔木、学名: Pieris japonica subsp. japonica） 

ツツジ科アセビ属に属する常緑性の低木。本州（宮城県以南）・四国・九州に自生し、観

賞用に植栽もされる。 

名称：「馬酔木」と書き、葉に有毒成分が含まれ、ウマが

葉を食べ苦しみ、酔ったようにふらつくようになるとこ

ろからついたとされる。 

特徴：常緑広葉樹の小高木、樹高は1.5 ～5m。自生す

るものは樹齢100～200年になる老木も見られる。葉

は枝の先に束になって互生し長楕円形から倒披針形。花

期は早春から晩春。枝先に10 cmほどの房になった円

錐花序を垂らし、白い壷状の花を多数咲かせる。果期は

秋で直径5～6 mmの偏球な果実をつける。実や葉は有

毒である。 

毒性：有毒成分として、グラヤノトキシン、アセボプル

プリン、アセボインが挙げられる。中毒症状は、血圧低

下、腹痛、下痢、嘔吐、呼吸麻痺、神経麻痺等。 

ニホンジカが忌避するので、食害を防ぐためアセビをシキミなどと共に混植する試み

が行われた事例がある。また抽出液を殺虫剤として使用する事例も散見されるが効果や

安全性について検証された情報は見当たらない。害虫が付きづらいとされるが、上記写真

の葉のようにグンバイムシ類と思われる食害はよく見かける。 

文化：『万葉集』に登場する植物で、山の枕詞である「あしびきの」がアセビ（あしび）

と結びつけられて論じられている。俳句では馬酔木（あしび）の花が春の季語である。

（一部Wikipedia等より引用） 

撮影場所：藤沢市大庭城址公園 

花言葉：『犠牲』、『献身』 

『清純な心』、『危険』 


